
  

 

 

売払い物品の解体に関する特約条項 
 

 

甲（契約担当官）及び乙（契約相手方）は、売払い物品の解体に関し、次の特約条項を

定める。 

 

（総則） 

第１条 乙は、次に掲げる売払い物品については、別に定める解体要領に基づき解体す

るものとする。 

番号    品  目   型  式  単 位  数 量   備   考 

      

      

      

（契約金額の内訳） 

第２条 前条に掲げる物品に係る契約金額は、○○円（消費税及び地方消費税込み）と

し、本契約書本文に記載した契約金額の内訳とする。 

（所有権の移転） 

第３条 第１条に掲げる売払い物品の所有権は、乙が甲に対して解体の完了を届け出て、

甲が承認したときをもって甲から乙に移るものとする。 

 


